
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
平
成
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
三
号
（
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
く
騒
音

　

規
制
の
適
用
基
準
別
地
域
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
環
境
対
策
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
老
人
保
健
施
設
の
許
可 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（
道　

路　

課
）　

　

四

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
三

　

件
） 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

四

 
人
事
委
員
会

〇
公
開
口
頭
審
理
の
開
催 

　
　

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
号

　

平
成
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
三
号（
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
く
騒
音
規
制
の
適
用
基
準
別
地
域
指
定
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
大
衡
村
役
場
、
塩
釜
保
健
所
及
び
宮
城
県
庁
（
環
境
生
活
部
環
境
対
策
課
）
に
備
え
置
い
て
、

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
二
号
黒
川
郡
大
衡
村
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

黒
川
郡
大
衡
村　

大
瓜
字
寺
前
九
番
地
の
一
、
九
番
地
の
二
、
九
番
地
の
四
、
九
番
地
の
五
、
十
番
地
の
一
、
十
番

地
の
七
か
ら
九
ま
で
、
百
五
番
地
の
二
か
ら
四
ま
で
、
百
十
一
番
地
の
六

　

大
瓜
字
小
沼
田
六
十
二
番
地
の
一

　

大
瓜
字
青
木
六
十
九
番
地
の
三
、
七
十
九
番
地
の
六
、
七
十
九
番
地
の
八
、
八
十
三
番
地
の
二
、

九
十
三
番
地
か
ら
九
十
七
番
地
ま
で

　

大
瓜
字
中
山
四
十
五
番
地
の
百
五
十
一
、
四
十
五
番
地
の
百
五
十
三
か
ら
百
五
十
九
ま
で

　

大
瓜
字
土
橋
十
七
番
地
の
十
五
、
十
七
番
地
の
二
十
六

　

大
瓜
字
東
沢
五
十
一
番
地
の
一
、
五
十
一
番
地
の
二

　

沖
の
平
一
番
地
、
二
番
地
の
一
、
二
番
地
の
二
、
三
番
地
の
一
、
三
番
地
の
二
、
四
番
地
、
七
番

地
か
ら
十
一
番
地
ま
で
、
十
三
番
地
の
一
、
十
三
番
地
の
二
、
十
四
番
地
の
一
か
ら
三
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

故
郷
ま
ち
づ
く
り
ナ
イ
ン
・
タ
ウ
ン

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

金　

正

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

登
米
市
中
田
町
石
森
字
野
元
八
十
五
番
地
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
行
政
、
福
祉
施
設
、
地
域
社
会
等
と
協
働
し
た
市
民
主
体
の
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
、
地
域
社
会
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日 

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し

て
、
次
の
と
お
り
許
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（1）　 平成22年２月５日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2129号　　 

介
護
保
険
事
業
所
番
号

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

開
設
者
の
名
称
又
は
氏
名

許
可
年
月
日

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
����������������

(毎週火，金曜日発行)



〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�
　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
上
嘉
太
神
南
一
五
の
一
、
一
五
の
二
八
、
一
五
の
二
九
、
一
五
の
五
五
か
ら
一
五
の
五

七
ま
で
、
一
五
の
五
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
五
の
六
〇
、
一
五
の
六
三
か
ら
一
五
の
六
五
ま
で
、

一
五
の
六
八
、
一
五
の
八
二
、
一
五
の
八
三
、
一
五
の
八
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
五
の
八
五
か

ら
一
五
の
八
七
ま
で
、
字
旦
ノ
原
三
六
の
一
・
三
六
の
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、

三
六
の
七
か
ら
三
六
の
九
ま
で
、
三
六
の
一
〇
・
三
六
の
一
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
三
六
の
一
二
、
三
六
の
一
三
・
三
六
の
一
八
・
三
六
の
一
九
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）、
三
六
の
二
〇
、
四
〇
の
一
、
四
〇
の
二
、
字
沢
渡
北
七
七
の
一
、
七
七
の
四
か
ら
七
七
の
六
ま
で
、

字
明
ヶ
沢
五
五
の
二

　
�
　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
か
ん
養

　
�
　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
上
嘉
太
神
南
一
五
の
三
か
ら
一
五
の
七
ま
で
、
一
五
の
五
二
・
一
五
の
五
四
（
以
上
二

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
旦
ノ
原
三
六
の
一
・
三
六
の
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
六
の
六
、
三
六
の
一
〇
・
三
六
の
一
一
・
三
六
の
一
三
・
三
六
の
一
八
・
三
六
の
一

九
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
六
の
二
一
、
三
六
の
二
二
、
字
瀬
野
久
沢
五
の
四
、

五
の
六
、
五
の
七
、
五
の
一
一
、
五
の
一
三
、
五
の
二
五
、
五
の
三
三
か
ら
五
の
三
五
ま
で
、
字
日
水
三
六
の
二
、

字
台
ヶ
森
北
三
一
の
二
、
字
中
見
山
下
一
四
の
一

　
�
　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　
�
　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

第2129号　平成22年２月５日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

〇
四
五
〇
五
八
〇
〇
三
〇

医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護

老
人
保
健
施
設　

リ
ン
デ
ン　

ヴ
ィ
ラ

気
仙
沼
市
東
新
城
二
丁
目
九
番

地
の
一

医
療
法
人
社
団
晃
和
会

平
成
二
十
二
年

一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
二
〇
〇
六
九
〇

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

就
労
支
援
セ
ン
タ
ー　

バ
ン
ビ
の
杜

仙
台
市
宮
城
野
区
萩
野

町
二
丁
目
十
一
番
地
二

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
移
行
支
援

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｅ
ｃ

ｏ
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

二
月
一
日

認
証
番
号

百
七
十

一

品　

目

あ
ら
れ
類

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社
代
表
取
締
役　

石
田
定

克

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

製
造
所
等
の
所
在
地

亘
理
郡
亘
理
町
鹿
島
字
吹
田
五
一



�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
和
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

（3）　 平成22年２月５日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2129号　　 

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

門
脇
組

門
脇　

守

株
式
会
社
ク
レ
ア

平
塚
岩
渕　

賢

齋
藤
組

齋
藤　

康
且

株
式
会
社
創
建
プ

ロ
ッ
ク
ス

千
田　

修
二

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

大
崎
市
古
川
新
田
字
宝
稔

二
十
五

栗
原
市
栗
駒
中
野
稲
荷
前

百
十
五－

五
十
六

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
白

鳥
五

仙
台
市
泉
区
南
光
台
四
丁

目
五－

一

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
九

第
五
千
九
百
四

十
九
号

特－

十
八

第
九
千
三
百
三

十
六
号

般－

十
七

第
九
千
九
百
十

四
号

般－

十
六

第
一
万
二
千
八

百
五
十
六
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

と
び
・
土
工
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

建
具
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
一
年

　

十
二
月
十
六
日

平
成
二
十
一
年

　

十
二
月
十
七
日

平
成
二
十
一
年

　

十
二
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
四
日

有
限
会
社
ケ
ー
・

ア
イ
工
業

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余

方
中
西
十
九

般－

十
七

第
一
万
三
千
百

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
四
日

毛
塚　

孝
一

宮
城
海
運
産
業
株

式
会
社

太
田　

喜
一
郎

有
限
会
社
新
成

渡
辺　

美
香

株
式
会
社
阿
部
内

装
興
業

阿
部　

節
男

日
建
ウ
ォ
ー
ル
工

業
株
式
会
社

戸
島　

清
重

有
限
会
社
但
木
建

設但
木　

賢
一

株
式
会
社
プ
レ
イ

ス
コ
ス
ガ
仙
台

小
菅　

政
夫

塩
竈
市
貞
山
通
一
丁
目
八

－

三
十
五

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
神
宮

寺
字
袖
ヶ
沢
十
五

仙
台
市
宮
城
野
区
高
砂
一

丁
目
二
十
八－

一

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出

町
一
丁
目
一－

十
七

登
米
市
迫
町
新
田
字
品
ノ

浦
七
十
三－

一

仙
台
市
泉
区
野
村
字
西
原

一－

二

六
十
七
号

般－

十
八

第
一
万
四
千
四

百
二
十
八
号

般－

二
十

第
一
万
五
千
三

十
六
号

般－

十
八

第
一
万
六
千
五

十
九
号

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
百

六
十
号

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
二

百
三
十
八
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
三

百
九
十
九
号

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

と
び
・
土
工
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

左
官
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
五
日

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
五
日

平
成
二
十
一
年

　

十
二
月
十
八
日

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年

　

十
二
月
十
六
日



〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
シ
ス
テ
ム
用
サ
ー
バ
賃
貸
借　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
電
子
計
算
機
㈱　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四

番
一
号

五　

落
札
金
額　

三
億
四
百
三
十
六
万
六
千
二
百
四
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

統
合
型
Ｇ
Ｉ
Ｓ
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
㈱
東
北
支
店　

仙
台

市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

落
札
金
額　

六
千
三
百
四
十
三
万
千
九
百
十
七
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

反
則
通
告
等
管
理
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

富
士
通
リ
ー
ス
㈱
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁

目
三
番
二
十
二
号

五　

落
札
金
額　

二
千
九
百
九
十
三
万
三
千
七
百
六
十
七
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

人
事
委
員
会

〇
元
宮
城
県
第
二
工
業
高
等
学
校
勤
務
尾
崎
弘
典
に
対
す
る
平
成
二
十
年
八
月
十
九
日
付
け
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
、
第

一
回
口
頭
審
理
を
次
に
よ
り
行
う
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

宮　

城　

県　

人　

事　

委　

員　

会　
　
　

一　

日　

時

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日　

午
後
一
時

二　

場　

所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

十
一
階　

一
一
〇
七
会
議
室

　

傍
聴
券
の
交
付
は
、
審
理
廷
入
口
に
お
い
て
先
着
二
十
名
限
り
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
傍
聴
者
の
入
場
は
、
午
後
零
時
三
十
分
か
ら
と
し
ま
す
。
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道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

仙
台
松
島
線

供

用

開

始

の

区

間

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
中
島
一
〇
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
桜
渡
戸
字
麦
田
一
八
番
四
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

　
　

二
月
十
日
正
午


